
その他費用の算定根拠
（ＮＴＴ西日本）





Ⅰ　作業単金

  （１）労務費単金

4,766 （単位：百万円）
679 （単位：人） 特別調査による





Ⅱ 工事費

（１）ＰＨＳ登録工事費（１磁気媒体ごとに）
（ＰＨＳ網制御局及びＰＨＳ接続装置に登録する工事の場合）

①作業単金（１時間あたり） 6,214 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 5.418 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 33,667 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅥ．料金設定に使用した
貸倒率）

（ＰＨＳ網制御局のみに登録する工事の場合）

①作業単金（１時間あたり） 6,214 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 4.968 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 30,871 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅥ．料金設定に使用した
貸倒率）

（２）ＰＨＳ契約者回線番号削除工事費（１番号ごとに）

①作業単金（１時間あたり） 6,214 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.084 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 522 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅥ．料金設定に使用した
貸倒率）

（３）ＰＨＳ利用停止工事費
（ＰＨＳ網制御局及びＰＨＳ接続装置に工事を行う場合）
　（ア）１磁気媒体ごとに

①作業単金（１時間あたり） 6,214 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.598 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 3,716 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅥ．料金設定に使用した
貸倒率）

　（イ）１番号ごとに

①作業単金（１時間あたり） 6,214 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.076 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 472 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅥ．料金設定に使用した
貸倒率）

（ＰＨＳ網制御局のみに工事を行う場合）
　（ア）１磁気媒体ごとに

①作業単金（１時間あたり） 6,214 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.538 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 3,343 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅥ．料金設定に使用した
貸倒率）

　（イ）１番号ごとに

①作業単金（１時間あたり） 6,214 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.064 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 398 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅥ．料金設定に使用した
貸倒率）

（４）ＰＨＳ利用停止解除工事費（１番号ごとに）
（ＰＨＳ網制御局及びＰＨＳ接続装置に工事する場合）

①作業単金（１時間あたり） 6,214 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.076 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 472 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅥ．料金設定に使用した
貸倒率）

（ＰＨＳ網制御局のみに工事する場合）

①作業単金（１時間あたり） 6,214 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.064 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 398 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅥ．料金設定に使用した
貸倒率）
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（２０） 光回線設備接続モジュール取替工事費（１工事ごとに）
ア．光信号端末回線の場合
  （ア）基本額

①作業単金（１時間あたり） 6,214 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 1.133 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 7,040 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅥ．料金設定に使用した
貸倒率）

  （イ）加算額

①作業単金（１時間あたり） 6,214 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 1.999 （単位：時間）

③当該作業に係る工事費 12,422 （単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅥ．料金設定に使用した
貸倒率）

イ．光信号中継回線の場合
  （ア）基本額

①作業単金（１時間あたり） 6,214 （単位：円）















（９）立会費（１回ごとに）

（平日昼間）

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅥ．料金設定に
使用した貸倒率）

（平日夜間）

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅥ．料金設定に
使用した貸倒率）

（平日深夜）

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅥ．料金設定に
使用した貸倒率）

（土日祝日昼夜間）

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅥ．料金設定に
使用した貸倒率）

（土日祝日深夜）

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅥ．料金設定に
使用した貸倒率）

　（ア）（イ）以外の場合
（平日昼間）

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅥ．料金設定に
使用した貸倒率）

（平日夜間）

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅥ．料金設定に
使用した貸倒率）

（平日深夜）

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅥ．料金設定に
使用した貸倒率）

（土日祝日昼夜間）

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅥ．料金設定に
使用した貸倒率）

（土日祝日深夜）

（単位：円）
（単位：時間）

（単位：円）
(①×②)×（1+ 「網使用料算定根拠」記載のⅩⅥ．料金設定に
使用した貸倒率）

イ．第92条の３第１項第２号に規定する接続に必要な装置等の設置に係る作業を行う場合であって、そ置し榆（怒 や ɢ 35きゔ
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